
防 犯 性 能 の 高 い賃 貸 アバ ー トを認 定 す る

共同認定機関 /社団法人 三重県防犯協会連合会

社団法人 三重県建築士会

NPO法人 三重県防犯設備協会

後   援 /三 重 県 警 察



賃貸集合住宅では、―般的に地域のコミュニケーションが希薄になりがちです。また、入居者が防犯

設備を備えることも困難で侵入窃盗や、さらに凶悪な犯罪へエスカレートする傾向がうかがえま九

このことから、住宅への侵入犯罪防止のため、侵入されにくい環境、設備の充実や万―に備えた通報

設備など、一定の審査基準に合致した防犯性能を備えているアパートを「防犯優良アパート」として認定

する制度で、二重県警察が後援していま九

なお、認定を受けられるアパートは既築、新築を問いません。

【共同認定機関】

社団法人 三重県防犯協会連合会

社団法人 三重県建築士会

NPO法人 三重県防犯設備協会

【後 援】

三重県警察

【対象物件】

県内の全て (既築、新築)のアパー ト

【申請者】

物件のオーナー、管理者、代理人

【認定プレー ト】

認定を受けた物件に認定プレー トを交付

【手数料】

認定申請 (新築)・ ・・150,000円
認定申請 (既築)・ ・・ 87,000円
(いずれも認定プレート代含む)

警露議薄餞巨/‐ 社団法人 三重県防犯協会連合会

二重県

1,,贔ξ言量需臨協会

● 侵入されにくい構造・設備の完備

共用出入口、駐車場への防犯カメラの設置、夜間照度、見通しの確保、優れた錠前、

防犯ガラスまたはガラス破壊検矢ロアラームの設置など

防犯カメラ ビッキング対策錠    テレビ付インターホン ガラス破壊アラーム

侵入された場合の外部への連絡手段の完備

玄関、浴室、寝室への屋外警報設備と連動する発信機の設置など

非常ボタン         屋外警報器

(屋外への警報装置)

軍
漑

¨

認定プレー ト



●建築物件の計画段階で申請書類提出

●審査料の納付

●所有者、管理者、若しくは代理者が申請

●団体の指定場所に申請

●設計段階適合証受領後、入居者募集の

宣伝広告が可能

防犯設備士、一級建築士によ

る審査

防犯機器の仕様、設置箇所が

申請どおりであることを確認

申請に必要な書類等が揃つた

段階で受理

防犯設備士、一級建築士で構

成する審査委員が審査

●審査委員からの助言 。指導に基づく

計画変更

基準に合致するよう指導・助

言し、書類の訂正を求める

設計段階審査適合証の交付

県防連ホームページに掲載

●既設物件申請書類提出

●審査料の納付 (既設物件)

現地審査日を協議 (防犯機器

等の設置後から調査 )

●現地実態と申請内容が異なる場合には、

申請内容に合致するよう改善

委員会による基準合致の確認

●認定証、認定プレー トの交付
認定証、認定プレー トの交付

県防連のホームページに掲載

【認定申請】 1.認定申請書         3.建 築平面図、防犯機器の仕様書等
(ホームページからダウンロー ド)      (ホ ームページの「申請書添付書類一覧表」参照 )

2.認定に伴 う同意書      4.認 定基準チェック表
(ホームページからダウンロード)      (ホ ームページからダウンロード)

●お問合せ先 ●

NPO法人 三重県防犯設備協会
〒514-0131 三重県津市あのつ台4丁目7¨7(三重電業lal内 )

TEL 059… 232¨0303 FAX 059-232‐ 5586 E¨ mail info@nniebouhan.com


